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非開示理由等 所管局部課等

1 H31.2.13 H31.4.12 企業及び団体から提出された要望書 1 1

当該要望書を公にすることにより、提出した民間企
業及び団体の自由な意思の形成や意思実現のための
諸活動に支障が生じるおそれがあるため、東京都情
報公開条例第７条第３号に該当する。

雇用就業部労
働環境課

2 H31.4.1 H31.4.15
産業労働局　平成31年度定期購読図書
類年間登録一覧表（日刊新聞赤旗及び
公明新聞）

1 1
産業労働局総
務部総務課

3 H31.4.3 H31.4.5
平成30年度鋸山（大沢入）林道改良工
事（その2） 37 1

産業労働局森
林事務所

4 H31.4.3 H31.4.15

平成30年度星竹治山工事
平成30年度二俣尾治山工事
平成30年度平石治山施設災害復旧工事
平成30年度海沢治山工事
平成30年度本宿予防治山工事
平成30年度盆堀復旧治山工事
平成30年度上案下治山工事

467 1
産業労働局森
林事務所

5 H31.4.3 H31.4.16
平成31年度　特別就労対策事業実施計
画表 1 1

平成31年度特別就労対策事業実施計画表のうち、非
開示部分については今後の契約に関する情報であ
り、現時点で東京都電子調達システムの入札情報
サービスにおいて公表されていないため、当該情報
を開示することにより、入札事務の公平性が損なわ
れ、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある
ことから、東京都情報公開条例第７条第６号に該当
し、非開示とする。

雇用就業部就
業推進課

6 H31.4.5 H31.4.19

東京都知事（12）第01611号株式会社ア
ビックに係る第46期事業報告書及び添
付書類
東京都知事（12）第01611号株式会社ア
ビックに係る第45期事業報告書及び添
付書類
東京都知事（12）第01611号株式会社ア
ビックに係る平成30年5月18日付業務報
告書及び添付書類
東京都知事（12）第01611号株式会社ア
ビックに係る平成29年5月15日付業務報
告書及び添付書類

73 1 1 1 1 1

（第7条第2号）
個人に関する情報であり個人を識別することができ
るため
（第7条第3号）
法人の関係会社の状況に関する情報であり、公にす
ることにより、当該法人の事業運営上の地位その他
社会的な地位が損なわれると認められるため　ほか
（第7条第4号）
偽造等による犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあ
るため
（第7条第6号）
公開を前提として徴求していない報告書の記載内容
を公にすることにより、今後貸金業者が報告書の提
出を躊躇するおそれがある。このことにより貸金業
者の実態把握、指導等の事務の適正な遂行に支障を
及ぼすおそれがあるため

産業労働局金
融部貸金業対
策課

7 H31.4.10 H31.4.16

30-00891「東京国際フォーラム(30)舞
台音響設備改修工事」の総括表、工事
費内訳、工事種別内訳、種目別内訳、
科目別内訳、中科目別内訳、細目別内
訳、別紙明細の各書類

51 1
産業労働局商
工部調整課

決定区分 （根拠規定）条例７条


